
医療措置協定等の締結状況

〇医療措置協定

〇検査措置協定 〇宿泊施設の確保に関する協定

医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定（医療措置協定）、検査を提供す
る体制の確保に必要な措置に関する協定（検査措置協定）及び宿泊施設の確保に関する
協定の締結状況は次のとおり。（令和８年２月１日現在）

病床確保 発熱外来
医療の
提供※２

後方支援
人材派遣

流行初期以降 流行初期※１
流行初期
以降

流行初期
※１

医師※３ 看護師※３

病院・診療所

実績 35機関 507床
32機関 244床

368機関
233機関

233機関 55機関 19機関 51人 91人
(13機関) (154床) (98機関)

目標 35機関 502床
31機関 228床

336機関
207機関

232機関 52機関 20機関 37人 65人
(10機関) (128床) (85機関)

薬局
実績 － － － － － － 478機関 － － － －

目標 － － － － － － 328機関 － － － －

訪問看護事業所
実績 － － － － － － 53機関 － － － －

目標 － － － － － － 56機関 － － － －

検査の実施能力
検査機器の数

流行初期以降 流行初期

地方衛生研究所
実績 298件/日 9台

目標 298件/日 9台

医療機関
実績 2,407件/日 1,932件/日 －

目標 2,230件/日 134件/日 －

民間検査機関
実績 2機関 －

目標 414件/日 － －

確保居室数

流行初期以降 流行初期

宿泊施設
実績 1,172室 706室

目標 760室 250室

（注）実績…医療措置協定等を締結済

※１ 括弧書きは流行初期医療確保措置の対象の医療機関を記載している。
※２ 電話若しくはオンライン診療又は往診等、オンライン又は訪問服薬指導かつ薬剤等の配送、訪問看護をいう。
※３ 医療法第30条の12の６第１項の規定に基づく協定による人数を含む。

参考資料６



医療圏ごとの医療措置協定の締結状況
医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定（医療措置協定）の締結状況は
次のとおり。（令和８年２月１日現在） （注）実績…医療措置協定等を締結済

※１ 電話若しくはオンライン診療又は往診等、オンライン又は訪問服薬指導かつ薬剤等の配送、訪問看護をいう。
※２ 医療法第30条の12の６第１項の規定に基づく協定による人数を含む。

病床確保 発熱外来 医療の提供※１

後方
支援

人材派遣

流行初期以降 流行初期
流行初期
以降

流行初期
病院・
診療所

薬局
訪問看護
事業所

医師
※２

看護師
※２

目標 35機関 502床 31機関 228床 336機関 207機関 232機関 328機関 56機関 52機関 20機関 37人 65人

実績 35機関 507床 32機関 244床 368機関 233機関 233機関 478機関 53機関 55機関 19機関 51人 91人

医

療

圏

新川 5機関 82床 5機関 37床 42機関 29機関 29機関 53機関 2機関 9機関 1機関 3人 7人

富山 14機関 248床 13機関 121床 162機関 102機関 102機関 238機関 25機関 29機関 9機関 25人 47人

高岡 11機関 124床 9機関 59床 111機関 71機関 71機関 135機関 20機関 10機関 4機関 9人 21人

砺波 5機関 53床 5機関 27床 53機関 31機関 31機関 52機関 6機関 7機関 5機関 14人 16人



新興感染症に備えた医療提供体制の確保

事業区分 施設 整備 設備 整備

補助対象

① 病室の感染対策に係る整備（専用の陰圧装置
の整備等）

② 病棟等の感染対策に係る整備（多床室を個室
化するための可動式ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの設置等）

③ 個人防護具保管施設の整備

① 簡易陰圧装置
② 検査装置（PCR検査装置、等温遺伝子増幅装置）
③ 簡易ベッド
④ HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能な

ものに限る。）

補助率
①：2/3（国1/3、県1/3、事業者1/3）
②、③：10/10（国1/2、県1/2）

10/10（国1/2、県1/2）

Ｒ７年度
事業実績

（R8.2.16時点）

① ２件（補助額（見込）：25,116千円）
② ０件（補助額（見込）： 0千円）
③ ６件（補助額（見込）：32,320千円）

① １件（補助額（見込）： 4,301千円）
② 25件（補助額（見込）：73,659千円）
③ ７件（補助額（見込）： 390千円）
④ 25件（補助額（見込）：22,346千円）

（１）県の取組み
施設・設備整備事業（新興感染症対応力強化事業）

新興感染症の発生に備えて、協定締結医療機関が実施する施設・設備整備への支援を行う。

（２）協定締結医療機関の取組み
・実地訓練動画の視聴
県が協定締結医療機関向けに限定配信している、令和7年11月6日に黒部市民病院で実施した「富山県新型インフルエンザ等対策

実地訓練」の記録動画を、各医療機関の研修・訓練等に活用している。

・カンファレンス、訓練の実施
感染対策向上加算１を届け出る医療機関（第一種協定指定医療機関）は、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算

２（第一種協定指定医療機関）、同加算３（第一種または第二種協定指定医療機関）に係る届出を行った保険医療機関と合同で、
少なくとも年４回程度定期的にカンファレンスを開催している。（このうち少なくとも１回は、新興感染症の発生等を想定した訓
練を実施。）外来感染対策向上加算を届け出る医療機関（第二種協定指定医療機関）も参加している。
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